
○
平
成
十
七
年
総
務
省
告
示
第
千
二
百
三
十
三
号
（
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
等
に
よ
る
通
信
を
行
う
船
舶
局
の
無
線
設
備
の
技
術
的
条
件
を
定
め
る
件
）
の
改

正
案
新
旧
対
照
条
文 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

現 
 
 

行 

 

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第

四
十
条
の
七
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
デ
ジ

タ
ル
選
択
呼
出
装
置
等
に
よ
る
通
信
を
行
う
船
舶
局
の
無
線
設
備
の
技
術
的

条
件
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

な
お
、
平
成
二
年
郵
政
省
告
示
第
五
百
六
十
九
号
（
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出

装
置
等
に
よ
る
通
信
を
行
う
船
舶
局
の
無
線
設
備
の
技
術
的
条
件
を
定
め
る

件
）
は
平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日
限
り
廃
止
す
る
。 

一 

Ｊ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
及
び
デ
ジ
タ
ル
選
択

呼
出
装
置
若
し
く
は
狭
帯
域
直
接
印
刷
電
信
装
置
に
よ
る
通
信
又
は
Ｆ
三

Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
及
び
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装

置
に
よ
る
通
信
（
以
下
「
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
等
に
よ
る
通
信
」
と

い
う
。）
を
行
う
船
舶
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。 

一 

Ｊ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
及
び
デ
ジ
タ
ル
選
択

呼
出
装
置
若
し
く
は
狭
帯
域
直
接
印
刷
電
信
装
置
に
よ
る
通
信
又
は
Ｆ
三

Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
及
び
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装

置
に
よ
る
通
信
（
以
下
「
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
等
に
よ
る
通
信
」
と

い
う
。）
を
行
う
船
舶
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。 

１
～
３ 

（
略
） 

４ 

〇
か
ら
九
ま
で
の
数
字
の
入
力
パ
ネ
ル
を
有
す
る
場
合
は
、
そ
の
数

字
の
キ
ー
配
列
は
国
際
電
気
通
信
連
合
電
気
通
信
標
準
化
部
門
の
勧
告

E
.161

に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

５ 

遭
難
警
報
は
、
独
立
し
た
二
以
上
の
操
作
（
一
の
操
作
が
専
用
ボ
タ

ン
を
三
秒
以
上
押
し
続
け
る
操
作
）
に
よ
り
送
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。 

 

６
～
12 

（
略
） 

１
～
３ 

（
略
） 

４ 

（
同
上
） 

  

５ 

遭
難
警
報
を
送
出
す
る
た
め
の
専
用
の
ボ
タ
ン
は
、
独
立
し
た
二
以

上
の
操
作
に
よ
り
作
動
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
前
号
の
条
件
に
適

合
す
る
入
力
パ
ネ
ル
又
は
国
際
標
準
化
機
構
（
Ｉ
Ｓ
Ｏ
）
の
規
格
に
よ

る
キ
ー
ボ
ー
ド
の
キ
ー
で
な
い
こ
と
。 

６
～
12 
（
略
） 

二
・
三 

（
略
） 

二
・
三 

（
略
） 

 


